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熊本県立大学総合管理学会
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ネオまたはポスト行政国家論・続章
―アドミニストレーションの今日と明日―

（１） ………………………………………………… ������

ドイツとオーストラリアの看護の現状と課題
―わが国の看護システムの方向性を探る―

（２５） ……………………………………… ���������

拡張による学習としての地域活性化
―阿蘇地域におけるスポーツを利用した共発的発展モデルについての検討―

（４３） ……………………………………… ���������
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（７７） ………………………………………………… �����

資金管理責任の測定とセグメント貸借対照表に関する研究
（１０５） ………………………………………………… �����



第１章　総則
　【名　称】
第１条　本会は、熊本県立大学総合管理学会と称する。
　【事務所】
第２条　本会の事務所は、熊本県立大学総合管理学部資料室に置く。
　【目　的】
第３条　本会は、総合管理学（アドミニストレーション）に関わる研究および発表を目的とする。
　【事　業】
第４条　本会は次の事業を行う。
　　　　　�　機関誌「アドミニストレーション」の発行
　　　　　�　研究会、講演会の開催
　　　　　�　その他評議員会において適当と認めた事業

第２章　会員
　【会　員】
第５条　本会は、次の者をもってその会員とする。

�　熊本県立大学総合管理学部の教授、准教授、常勤の講師および助手（普通会員）
�　熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科の大学院生（院生会員）
�　熊本県立大学総合管理学部の学生（学生会員）
�　熊本県立大学総合管理学部・大学院の卒業生および評議員会の承認を得て入会し
た者（特別会員）

�　熊本県立大学名誉教授にして過去に本会の普通会員であった者、およびその他評
議員会において推薦した者（名誉会員）

　【会　費】
第６条　会員は、会費を納めなければならない。但し、名誉会員についてはこの限りではない。
　　２　会費については評議員会が別にこれを定める。
　【「アドミニストレーション」の無料配布】
第７条　会員は、無料にて「アドミニストレーション」の配布を受けることができる。但し、発

行日より５年経過した場合はこの限りではない。

　　　　　　　　（略）　　　　　　　　

第５章　著作権
　【著作権の帰属】
第１５条　熊本県立大学総合管理学会編『アドミニストレーション』に掲載した著作物の著作権は、

熊本県立大学総合管理学会に帰属する。
　　２　著作物の内容の責任は、著作者が負う。

付  則

　　　　　　　　（略）　　　　　　　　

　この会則は、２００２年７月２５日から施行する。但し、第１５条については、熊本県立大学総合
管理学会編『アドミニストレーション』第１巻第１号に遡って適用されるものとする。

熊本県立大学総合管理学会

名誉会長　手島　　孝（熊本県立大学名誉教授・元学長）

会　　長　石橋　敏郎（熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科長）
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